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１．実施医療機関                                                         
 

本市が委託する医師会に所属する医療機関（以下、「医療機関」という。）におい

て、実施するものです。 

 

２．公費負担の対象者                              
 

（１）【経過措置】による対応 

令和7年度から令和 11年度までは、各当該年度に 65歳、70歳、75歳、80

歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方 

 

令和 8年度対象者 

令和 8年度「帯状疱疹ワクチ

ン」定期接種のお知らせ 

【様式①】の発行 

65歳 昭和 36年 4月 2日～昭和 37年 4月 1日生まれの人 6月に送付 

（用紙の色：桃色） 

※不活化ワクチンを接種する方

は 2回目時も必要となります。  

2回目分も市から郵送します。           

（本人からの申請不要） 

2回目の案内は接種月の翌々

月前半に郵送します。 

70歳 昭和 31年 4月 2日～昭和 32年 4月 1日生まれの人 

75歳 昭和 26年 4月 2日～昭和 27年 4月 1日生まれの人 

80歳 昭和 21年 4月 2日～昭和 22年 4月 1日生まれの人 

85歳 昭和 16年 4月 2日～昭和 17年 4月 1日生まれの人 

90歳 昭和 11年 4月 2日～昭和 12年 4月 1日生まれの人 

95歳 昭和  6年 4月 2日～昭和 7年 4月 1日生まれの人 

100歳 大正 15年 4月 2日～昭和 2年 4月 1日生まれの人 

 

 

（２）市内に住民登録があり、接種日当日 60歳以上 65歳未満で日常生活が極 

度に制限される程度のヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障害が認められる

方。 

身体障害者手帳 1級の方が対象です。手帳の写しを予診票に添付して下さ

い。別添資料 1 
 

【注意】 

 上記２．（１）、（２）以外の方の接種はすべて任意接種です。 

 身体障害者手帳 1級をお持ちの方でも、上記２．（２）以外の障害（心臓、腎

臓、呼吸器系等の内臓系疾患、視覚、聴覚、肢体不自由）の方は対象外で

す。 

 身体障害者手帳１級に認定されていない方で、別添資料2を参考に該当す

る場合は、医師の診断書等の添付が必要です。なお、診断書料は自己負担

となります。 

 令和８年度の対象者で過去に任意接種で接種済みの方も医師の判断によ

り接種が必要な場合は接種していただくことができます。 

 接種日当日に「帯状疱疹ワクチン」定期予防接種のお知らせをお持ちでな

い方は接種する前に対象かどうか保健衛生課にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞１6ページ 

[様式①] 「帯状疱

疹ワクチン」定期接

種のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞１3ページ 

[別添資料１] 身体

障害者手帳 

 

 

 

 

 

 

＞１4ページ 

[別添資料２] 帯状

疱疹予防接種実施

要領２-(2)に関す

る資料 

 

 

 

 

 

 

今回追加 

今回追加 
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３．接種費用                                        
 

(1) 自己負担金 

ワクチンの種類によって自己負担金が異なります。 

・生ワクチン：3,000円 

・不活化ワクチン：7,000円/回 

接種したワクチンを確認し、自己負担金を徴収してください。 

予診票の医療機関記入欄の【有料】を○で囲んでください。 

 

 

 

 

 

 

市民税非課税世帯に属する方、生活保護を受給している方については、下記の

「（２）自己負担金免除の取扱い」に基づく確認書類の提示を求め、無料で実施して

ください。 

接種日当日に確認書類をお持ちでない場合の取扱い（窓口での払戻の可否等）

については各医療機関の判断となります。 

 

(2) 自己負担金免除の取扱い 

上記「2.公費負担の対象者」のうち、市民税非課税世帯に属する方、生活保

護を受給している方については、一部負担金の徴収を免除します。 

自己負担金免除者の場合は、接種前に、自己負担金免除者である 

ことがわかる書類（下表）を確認して下さい。 

 

自己負担金免除者であることがわかる書類  

市 民 税 非 課 税 世 帯 の方  生 活 保 護 世 帯 の方  

[様 式 ② ]   

自 己 負 担 金 免 除 決 定 通 知 書  

[様 式 ③ ]  

生 活 保 護 受 給 証 明 書  

※市民税非課税世帯とは、「令和８年度の市民税（令和７年１月１日から令和７年 

１２月３１日の所得）」に基づき判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞１7ページ 

[様式②]自己負担

金免除決定通知書 

 

＞１8ぺージ 

[様式③]生活保護

受給証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回追加 

今回追加 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊具体的な取扱い＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

 

❶ 様式②「自己負担金免除決定通知書」を提示された場合 

 

医療機関において確認する書類 

[様式①] 「帯状疱疹ワクチン」定期接

種のお知らせ 
[様式②] 自己負担金免除決定通知書 

 

手順 1 

 対象者が提示した【[様式②]自己負担金免除決定通知書】の免除対象者及び有

効期限を確認してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順 2 

予診票の医療機関記入欄の【無料】と該当する番号１を○印で囲み、【確認

者】欄に確認者の記名をお願いします（押印可）。 

 

 

 

 

 

 

 

＞16ページ 

[様式①]「帯状疱疹

ワクチン」定期接種

のお知らせ 

 

＞１7ページ 

[様式②] 自己負担

金免除決定通知書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞１7ページ 

[様式②] 自己負担

金免除決定通知書 

 

自己負担金免除決定通知書 様式② は 

委託料請求の際に予診票に必ず添付して下さい 

免除対象者の氏名及

び有効期限を確認 

＋ 
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 ❷ 様式③「生活保護受給証明書」を提示された場合                    
 

医療機関において確認する書類 

[様式①] 「帯状疱疹ワクチン」定期接

種のお知らせ 
 [様式③] 生活保護受給証明書 

 

手順１ 

対象者が提示した【生活保護受給証明書】の対象者氏名等を確認してください。 

 

手順 2 

予診票の医療機関記入欄の【無料】と該当する番号２を○印で囲み、【確認者】欄

に確認者の記名をお願いします（押印可）。 

 

 

 

 

 

４．実施（接種）方法                                         
 

（1）  実施（接種）期間 

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日 
 

(2)  実施（接種）回数 

乾燥弱毒生水痘ワクチン（生ワクチン）：1回 

不活化ワクチン：2回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞16ページ 

[様式①] 「帯状疱

疹ワクチン」定期接

種のお知らせ 

＞18ページ 

[様式③] 生活保護

受給証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞１8ページ 

[様式③] 生活保護

受給証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋ 

生活保護受給証明書 様式③ は、 

委託料請求の際に予診票に必ず添付して下さい 

過去の任意接種において生ワクチンを1回、不活化ワクチンを2回接

種した者は医師の判断により定期接種として接種することができる。   

対象となる年齢の者が任意接種の期間中に不活化ワクチンを１回接

種している場合、残りの 1回を定期接種として接種することができる。 

不活化ワクチンは 2カ月以上の間隔を置いて 2回接種します。   

※疾病または治療により免疫力が低下（または不全）の者等で、医師が早期の接種

を必要と判断した場合、1か月以上の間隔をおいて接種することができる。 

不活化ワクチンは 2回目の接種を 3月 31日までに終わらせる必要

があります。1 回目を遅くても 1 月末までに接種するようご案内くださ

い。 4月以降は用紙を持っていても全額自己負担です。 

今回追加 
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（3）  実施（接種）部位 

・生ワクチン：皮下に注射 

・不活化ワクチン：筋肉内に注射 
 

（4）  実施（接種）量 

0.5ｍｌ 
 

（5）  その他 

   個別予防接種の実施に当たっては、予防接種法、同法施行令、同法施行規

則及び予防接種ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）により行って下さい。 

 

５．ワクチン                           

（１） 種類 

① 生ワクチン（ビケン） 

② 不活化ワクチン（シングリックス） 

 

（２） 使用上の注意 

   ワクチンの使用に際しては、有効期限内であるかどうか確認してくださ

い。取り扱い等については、ワクチン添付の文献を参照して下さい。 

 

(3) 予診票 

  白色紙に青色印刷、ノーカーボンの２部複写です。 

   ※予診票は、医師会及び大牟田市保健福祉部保健衛生課に備えています。 

 

(4) 説明書 

  予診票記入の際、被接種者に読ませて下さい。 

 

(5) 公費負担の対象者の確認 

  受付時に予診票に記載の住所、氏名、生年月日をマイナンバーカード、

健康保険証、運転免許証等での照合により公費負担の対象者であるか否

かを確認して下さい。 

 

(6) 体温測定 

 医療機関にて接種前に測定して下さい。 

 明らかな発熱とは、37.5℃以上の方です。 

 

(7) 予診票のチェック 

① 帯状疱疹の接種履歴の確認 

  問診等で可能な限り接種歴を確認して下さい。 
 

② 体温 

 体温は適切に測定し、37.5℃（腋窩温又はこれに相当するもの）以

上を指す者は明らかな発熱者として接種を行わないで下さい。 
 

③ 予防接種の効果や副反応についての事前確認 

  被接種者が当日受ける予防接種の必要性を理解しているかを確認

して下さい。 

「はい」の場合でも内容の理解ができているかを確認して下さい。 
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④ 当日の体の具合 

  どのように具合が悪いかを記入させ、その病気の種類により、医師

の判断で接種の可否を判断して下さい。 
 

⑤ 最近１か月の状態 

  重篤な急性疾患に罹患している場合は接種を行わないで下さい。 
 

⑥ 既往歴、現病歴 

  病気の種類を知り、接種についての対応を決めるものです。継続し

て治療を受けている場合は、原則としてかかりつけ医が判断して接種

を行って下さい。 

  病気の内容によっては、かかりつけ医が予防接種に関する専門医等

を紹介し、接種可能と判断された場合は本人の十分な理解と同意の

上で、かかりつけ医以外の予防接種に関する専門医等が接種すること

ができます。 

 

(8) 異なるワクチンとの接種間隔 

水痘ワクチンを接種する場合、前後に別の生ワクチン（麻しん風しん

混合、BCG等）を接種するために２７日以上の間隔を空けること。 

 

(9) 接種不適当者及び接種要注意者 

       接種不適当者及び接種要注意者は次に掲げるとおりです。 

       被接種者が接種不適当者である場合には接種を行わないで下さい 

       また、被接種者が接種要注意者の場合は健康状態及び体質を勘案し、 

     注意して接種して下さい。詳しくは、ガイドラインを参照して下さい。 

 

接種不適当者（生ワクチンのみ該当：○生、不活化ワクチンのみ該当：○不 ） 

① 明らかな発熱を呈している者（37.5℃以上） 

② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

③ ワクチンの成分によりアナフィラキシーを起こしたことが明らかな者 

④ 妊娠していることが明らかな者○生  

⑤ 明らかに免疫機能に異常がある疾患を有する者○生  

⑥ 免疫抑制をきたす治療を受けている者○生  

⑦ その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 
 

接種要注意者（生ワクチンのみ該当：○生 、不活化ワクチンのみ該当：○不 ） 

① 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の

基礎疾患を有することが明らかな者 

② 予防接種で 2日以内に発熱のみられた者、又は全身性発疹等のアレ

ルギーを疑う症状を呈したことがある者 

③ 過去にけいれんの既往のある者 

④ 過去に免疫不全の診断がされている者、近親者に先天性免疫不全症

の者がいる者 

⑤ ワクチンの成分に対して、アレルギーを呈する恐れがある者 

⑥ 血小板減少症や凝固障害を有する者、抗凝固療法を施行している者 

※筋肉注射部位の出血の恐れあり○不  

      ⑦ 輸血やガンマグロブリンの治療を受けた者○生  
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６．予診票への記載事項 
 

（１） 医師の記入欄 

  接種のための問診、視診及び聴診等の後、医師の記入欄「１.可能 ２.見

合わせる」を記入して下さい。 

  医師のサインは、必ず自筆となっています。（医師のゴム印の場合は認

印を押して下さい。） 
 

（２） 判定・接種年月日 

   判定・接種年月日」「ロット№」「医療機関コード番号」「判定・接 

   種医の住所、氏名」を必ず記入して下さい。(シール、ゴム印等可） 
 

 ※ シールの場合はロット№の真中に貼付して下さい。 

 

 

 

 

（３） 接種方法 

  接種箇所 

生ワクチン：皮下（左・右） 

不活化ワクチン：筋肉内（左・右） 

接種したワクチンの種類に合わせてどちらかを○で囲んでください。 

 

（４） 医療機関記入欄 

  前述４ページの「３．接種費用」の「（２）自己負担金免除の取扱い」に従っ

て記入して下さい。 

 

（５） 被接種者のサイン 

  予診の結果を知らせた上で、接種可能な場合は、接種医師が必ず被接

種者本人に対し接種者の意思を確認し、予診票への記入を求めて下さい。 

  なお、予診票の氏名には、フリガナの記入も求めて下さい。 

  意思の確認ができない場合は接種できません。 

  接種を見合わせる場合は、見合わせることを確認し、記入を求めて下さ 

い。本人が署名できない場合は、接種の意思を確認したうえで、代筆者が 

署名し、代筆者氏名および被接種者との続柄の記入を求めて下さい。 

  ※ 代筆者は家族に限ります。 

  ただし、家族がいない場合はこの限りではありません。 

 

７．予防接種済証の発行 
 

接種した場合は、必ず被接種者の住所、氏名、接種年月日等を記入した帯状疱

疹予防接種済証を発行して下さい。 

発行の際には、左上に連番で発行番号を入れ、医療機関の印（医療機関名、医師

のゴム印）と医師の認印を押印して交付して下さい。 

2部複写の 2枚目は控えとなります。医療機関で保管して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【接種を見合わせた場合】 

「判定年月日」のみ記入し「ロット№」は記入しないで下さい。 
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８．副反応（健康被害） 
 

予防接種後の副反応等については「ガイドライン」を参照してください。 
 

（１） 被接種者に対して、接種後の注意、副反応及び健康状態に留意するよう指

導するとともに、通常みられる副反応のほか、高熱、嘔吐、けいれん、その

他異常な症状があるときは、速やかに医師の診察を受けるよう指導して

下さい。 
 

（２） 接種医は、予防接種による健康被害と思われる事例が発生した場合、 

別紙様式１を用い、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ

FAX（0120-176-146）にて報告して下さい。 

 

９．委託料の請求及び支払い 
 

（１） 委託料の請求 

委託料請求に当たっては、別添資料 3 に従って、「帯状疱疹予防接種委託料請

求書」様式④と予診票を取りまとめ、接種日の翌月 10日までに（3月分について

は接種後速やかに）大牟田医師会もしくは大牟田市保健衛生課へ提出して下さ

い。 
 

 ※ 予防接種委託料請求書は本市のホームページからダウンロードできます。 

 ※ 予診票は 1枚目の「 ①市提出用」を添付して下さい。 

※ 不活化ワクチンを接種した方の請求書や予診票を提出いただかないと本

人へ 2回目の案内状を送付することができません。請求漏れが無いよう

対応いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

（２） 委託料の支払い 

本市が正当な請求を受理した日から起算して 30日以内に、指定の預金口座に

振り込みます。 

 

※ 委託料請求書ならびに予診票の控は各医療機関で保管をお願いします。 

※ 大牟田市保健福祉部保健衛生課では、医療レセプトに準じ 5年間保管後焼却  

   しています。 

 

１0．協議 
 

この要領に定めるもののほか、運用等について必要な事項は、別に市長と医師

会長が協議して定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞20-22ページ 

[別紙様式１] 予防

接種後副反応疑い

報告書 

 

 

＞１5ページ 

[別添資料３] 請求

書綴り順について 
 
＞19ページ 

[様式④] 委託料請

求書 

 

 

 

 

 

 

 

＞１6ページ 

[様式①] 「帯状疱

疹ワクチン」定期接

種のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回追加 

すべての予診票には、「帯状疱疹ワクチン」定期接 

種のお知らせ 様式① 」を必ず添付して下さい。 
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１1．準用 
 

この要領は、大牟田医師会に属さない病院等で、本市と予防接種の実施につい

て委託契約を締結した医療機関にも適用します。 

この場合、本文中「医師会」または「医療機関」とあるのは、「本市と委託契約を

締結した医療機関」と読み替えます。 

 

１2．附則 
 

この要領は令和 8年 4月 1日より施行する。 
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各種様式等 
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別添資料 1 
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帯状疱疹予防接種実施要領２－（２）に関する資料 

 
 
 
 
対象者 
帯状疱疹について、①65歳の者、及び、②60歳以上 65歳未満の者であって一定のヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能の障害を有するものを対象者としたこと。 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害の程度は、次のいずれかに該当するものであること。な

お、これらに該当することについては、医師の診断書又は身体障害者手帳の写しなど、接種対象者である
ことの認定に必要と思われる資料の提出を求められたいこと。（施行令第 1条の2、施行規則第2条の 2
関係） 

 
 
１．ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 
 
ヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。 
 
(ア) CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、次の項目(ａ～ｌ)のうち6項目以上が認められるも

の。 
ａ 白血球について 3,000/μl 未満の状態が 4 週間以上の間隔をおいた検査において連続して 2
回以上続く 

ｂ Hb 量において男性 12ｇ/dl 未満、女性 11ｇ/dl 未満の状態が 4 週間以上の間隔をおいた検査
において連続して 2回以上続く 

ｃ 血小板について 10万/μl未満の状態が 4週間以上の間隔をおいた検査において連続して 2回
以上続く 

ｄ ヒト免疫不全ウイルス－RNA量について 5,000 コピー/ml以上の状態が 4 週間以上の間隔を
おいた検査において連続して 2回以上続く 

ｅ 1日 1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に 7日以上ある 
ｆ 健常時に比し 10％以上の体重減少がある 
ｇ 月に 7日以上の不定の発熱（38度以上）が 2か月以上続く 
ｈ 1日に 3回以上の泥状ないし水様下痢が月に 7日以上ある 
ｉ 1日に 2回以上の嘔吐あるいは 30分以上の嘔気が月に 7日以上ある 
ｊ 口腔内カンジタ症（頻回に繰り返すもの）、赤痢アメーバ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染
症（頻回に繰り返すもの）、糞線虫症及び伝染性軟属種等の日和見感染症の既往がある 

ｋ 生鮮食品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である 
ｌ 軽作業を越える作業の回避が必要である 
 

(イ) 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態のもの 

別添資料 2 



帯状疱疹予防接種 請求書等綴り順について

請求書等は、事務の迅速化のため、下記のように綴じて提出して下さい。

60歳以上
～

65歳未満

一部負担金
免除者

一部負担金
徴収者

65歳以上

一部負担金
免除者

請求書
様式④

予診

予診

予診

<1人分>
予診票

＋
手帳(写) 又は 診断書

<1人分>

予診票

＋

「帯状疱疹ワクチン」定期接種のお知らせ

予診

一部負担金
徴収者

<1人分>
予診票

＋
「帯状疱疹ワクチン」定期接種のお知らせ

＋
自己負担金免除者であることがわかる書類

<1人分>
予診票
＋

手帳(写) 又は 診断書
＋

自己負担金免除者であることがわかる書類

綴じ順：上から次の順に綴じてください。

①「請求書」

②60～65歳未満の一部負担金徴収者 ⇒ 「予診票」＋「身体障害者手帳(写)又は診断書」

③60～65歳未満〃一部負担金免除者 ⇒ 「予診票」＋「身体障害者手帳(写)又は診断書」＋「自己負担金免除者であることがわかる書類」

④65歳以上の一部負担金徴収者 ⇒ 「予診票」＋「令和8年度「帯状疱疹ワクチン」定期接種のお知らせ」

⑤65歳以 〃部 免除者 ⇒ 「予診票」＋「令和8年度「帯状疱疹ワクチン」定期接種のお知らせ」

＋「自己負担金免除者であることがわかる書類」

※ 予診票の数が多い場合は、全体を紐等で綴じて下さい。

別添資料3

手帳の写し

又は

診断書

自己負担金
免除者である

ことがわかる
書類

「帯状疱疹
ワクチン」

定期接種の
お知らせ

手帳の写し

又は

診断書

「帯状疱疹
ワクチン」

定期接種の
お知らせ

自己負担金
免除者である

ことがわかる
書類

 1５
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〒◆◆◆-◆◆◆◆        №****              

   ○○○○○○○○                         令和 8 年 

   ○○○○○○○○ 

      ○○○○○○○○様 

                            大牟田市保健福祉部保健衛生課 

                                 （保健予防担当） 

 

令和 8 年度「帯状疱疹ワクチン」定期接種のお知らせ 
 

帯状疱疹ワクチンの予防接種を希望される方は、この用紙を医療機関に 

持参のうえ、接種してください。 
 

   
＜接種に必要な物＞ 

①  この用紙：『令和 8 年度「帯状疱疹ワクチン」定期接種のお知らせ』 

    ② 住所・氏名・生年月日が確認できるマイナンバーカードや運転免許証など 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．予防接種対象者   住  所                          

 

氏  名   
 

生年月日   
 

２．予 防 接 種 の 種 類 ・生ワクチン（ビケン） 

              ・不活化ワクチン（シングリックス） 

               どちらのワクチンか選択することができます。 

 

３．自己負担金   3,000 円/回（生ワクチン）・・・１回接種 

7,000 円/回（不活化ワクチン）・・・２回接種 

（令和８年度分市民税非課税世帯の方は、保健衛生課で発行した『予防接種自己負担金

免除決定通知書』を、生活保護受給者世帯の方は、『生活保護受給証明書』を医療機関に

提出すれば無料で接種できます。別添の書類番号 2「令和 8 年度帯状疱疹予防接種説明

書」の｢7．接種費用の助成措置｣をお読みください。 

 

４．有 効 期 限 令和 9 年 3 月 31 日まで 

             

＜問合せ先＞ 
保健衛生課保健予防担当 
 （保健センター2 階） 
電話：０９４４－４１－２６６９ 

【医療機関の皆様へ】 
この用紙は、委託料請求の際、予診票に必ず添付して下さい。 

書類番号１ 

様 式 ① 

※不活化ワクチンを接種した人は

接種の翌々月に 2 回目の案内を郵

送します。 

※用紙の色は「桃色」です。 
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様式② 

〒836-0000                    № 

 大牟田市                       年  月  日   

  

   ●●●●●●●●● 様 

                       大牟田市長  ○○ ○○ 

 

 

予防接種自己負担金免除決定通知書 

     年  月  日付申請されました帯状疱疹予防接種自己負担金確認

申請について、審査の結果、下記の予防接種の接種費用の免除に該当しましたこ

とを通知します。予防接種を希望される場合は、事前に医療機関にお問い合わせ

いただくとともに、この通知を持参の上、接種してください。 

※令和８年度の市民税（令和７年１月１日から令和７年１２月３１日の所得）に基づき判断 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜接種に必要な物＞ 

② この「予防接種自己負担金免除決定通知書」 

③ 住所・氏名・生年月日が確認できるマイナンバーカードや運転免許証など 

④ （案内）「帯状疱疹ワクチン」定期接種のお知らせ 

 
かかりつけ医等に必ず電話のうえ、予約をして体調の良いときに接種をして下さい。 

  

 
１．接種費用免除対象者 住  所 

 

氏  名 

 

生年月日 

 

２．予 防 接 種 の 種 類 帯状疱疹ワクチン 

 

３．接 種 料 金 無 料 

 

４．実 施 場 所 市内の実施医療機関 

 

「帯状疱疹ワクチン」定期接種のお知らせ裏面に記載 

 

５．有 効 期 限 令和 9 年３月３１日まで 

      

＜問合せ先＞ 

大牟田市保健福祉部保健衛生課 

電話：0944-41-2669 

※不活化ワクチンを接種した人は

接種の翌々月に 2 回目の案内を郵

送します。 
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様 式 ③ 

帯状疱疹 



様式④

（大牟田市提出用）

委託料 件数 金額 備考

一部負担金
  徴　　   収

5,450

一部負担金
 免　　   除

8,450

一部負担金
  徴　　   収

14,650

一部負担金
免　　   除

21,650

3,220

令和　　　年　　　月　　　日

帯状疱疹予防接種委託料請求書

（　令和　　　　　年　　　　月分）

区分

不可者

合計

医療機関所在地

名    称

開設者の氏名または名称　

大 牟 田 市 長 　殿

生ワクチン
（ビケン）
接種者

【お願い】

　　　一部負担金免除者は、必ず該当する証明書（予防接種自己負担金免除決定通知書、
　　生活保護受給証明書等）を予診票に添付してください。

上記のとおり請求します。

医療機関コード番号

不活化ワクチン

（ｼﾝｸﾞﾘｯｸｽ）
接種者
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